
別紙 婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱一部改正新旧対照表（案）  

別紙  別紙  

婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱  婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金交付要綱  

（通 則）   

1婦人保護費国庫負担金及び国庫補助金（以下「補助金等」という。）について   

は、予算の範囲内において交付するものとし、売春防止法（昭和31年法律第  

118号）、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成13   

年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。）、補助金等に係る予算の   

執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算   

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び厚生労   

働省所管補助金等交付規則（平成12年芳志箸令第6号）の規定によるほか、こ   

の交付要綱の定めるところによる。  

（交付の目的）   

2 この補助金等は、売春防止法に基づき安保護女子についてその転落の未然防   

止と保護更生を図ること及び配偶者暴力防止法に基づき配偶者からの暴力被害   

者である女性の保護等を目的とする。  

（交付の対象）   

3 この補助金等は、次の事業を交付の対象とする。  

（1）婦人保護事業費負担金   

ア ー時保護所保護費負担金  

売春防止法第34粂第2項第3号及び配偶者暴力防止法第3粂第3項第3   

号（同第4項の規定により、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し   

て行う場合を含む。）の規定により、都道府県が行う婦人相談所による一時   

保護の実施に係る事業   

イ 婦人相談所運営費負担金  

売春防止法第38粂第1項第1号及び配偶者暴力防止法第27条第1項第   

1号の規定により、都道府県が行う婦人相談所の運営事業  

（2）婦人保護事業費補助金  

婦人保護施設運営費補助金   

（通 則）  

1 略  

（交付の目的）  

2 略   

（交付の対象）   

3 この補助金等は、次の事業を交付の対象とする。  

（1）婦人保護事業費負担金  

売春防止法第34粂第2項第3号及び配偶者暴力防止法第3粂第3項第3  

号（同第4項の規定により、厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託し  

て行う場合を含む。）の規定により、都道府県が行う婦人相談所による一時  

保護の実施に係る事業  

（2）婦人相談所運営費負担金  

売春防止法第38粂第1項第1号及び配偶者暴力防止法第27条第1項第  

1号の規定により、都道府県が行う婦人相談所の運営事業  

し旦）婦人保護事業費補助金  

婦人保護施設運営費補助金  



昭和38年3月19日厚生省発社第34号厚生事務次官通知「婦人保護事   

業の実施要領について」の第四の6により、都道府県が行う婦人保護施設の  

運営事業   

（交付額の算定方法）   

4 この補助金等の交付額は、次により算出された額とする。   

（1）別紙の表の第2欄に定める種目ごとに、第3欄に定める基準額と第4欄に   

定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。  

（2）（1）により選定された額に第5欄に掲げる負担（補助）率を乗じる。  

（3）（2）により算出された額の合計額を交付額とする。   

（交付の条件）   

5 この補助金等の交付決定には、次の条件が付されるものとする。  

㈱行うものとする。   

ア 婦人保護事業費負担金と婦人保護事業費補助金間での経費の配分の変更  

は、してはならないものとする。   

イ ー時保護所保護費負担金と婦人相談所運営費負担金の種目間での経費の  

配分の変更は承認を要しないものとする。   

り 婦人保護施設運営費補跡斜こ係る事業に要する経費の種目問での配分の  

変更（それぞれの配分額のいずれか低い額の10％以内の変更を除く。）を  

行う場合には、当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局長（徳島県、香  

川県、御三（支）  

局長」という。）の承認を受けなければならない。  

（且）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、地方厚生（支）  

局長の承認を受けなければならない。  

（旦）事業を中止し、又は廃止する場合には、地方厚生（支）局長の承認を受け   

なければならない。  

（A）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及   

び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令   

第14粂第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過す   

るまで、地方厚生（支）局長の承認を受けないでこの補助金等の交付の目的   

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

（且）地方厚生（支）局長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった   

場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。   

昭和38年3月19日厚生省発杜第34号厚生事務次官通知「婦人保護事   

業の実施要領について」の第四の6により、都道府県が行う婦人保護施設の  

運営事業   

（交付額の算定方法）   

4 略  

（交付の条件）   

5 この補助金等の交付決定には、次の条件が付されるものとする。  

（ユ）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、地方厚生（支）  

局長の承認を受けなければならない。  

（旦）事業を中止し、又は廃止する場合には、地方厚生（支）局長の承認を受け   

なければならない。  

（旦）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及   

び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令   

第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過す   

るまで、地方厚生（支）局長の承認を受けないでこの補助金等の交付の目的   

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。  

（旦）地方厚生（支）局長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった   

場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある  



（6）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後におい   

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ら  

なければならない。  

（7）この補助金等と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1   

による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。   

（申請手続）   

6 都道府県知事は、別紙様式2による申請書に関係書類を添えて、毎年度の5   

月末日までに地方厚生（支）局長に提出するものとする。   

（変更申請手続）   

7 この補助金等の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交  

付申請等を行う場合には、6に定める申請手続に従い、別に定める期日までに   

行うものとする。   

（交付決定までの標準的処理期間）   

8 国は、6又は7に定める申請書が到達した日から起算して、原則として70日   

以内に交付の決定（決定の変更を含む。）を行うものとする。   

（補助金等の概算払）   

9 地方厚生（支）局長は、補助金等の概算払をする必要があると認める場合には、   

国の支払計画承認額の範囲内において、概算払いをすることができる。   

（実績報告）   

10 都道府県知事は、別紙様式3による事業実績報告書に関係書類を添えて、翌年   

度の6月末日（5の（3）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当   

該承認通知を受理した日から1か月を経過した日）までに地方厚生（支）局長に   

提出しなければならない。  

り取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後におい   （旦）事業によ  

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ら  

なければならない。  

（旦）この補助金等と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1   

による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない   

（申請手続）  

6  略  

（変更申請手続）  

7 略  

（交付決定までの標準的処理期間）   

8 略  

（補助金等の概算払）  

9 略  

（実績報告）  

10 略  

（補助金等の返還）  

11地方厚生（支）局長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既に  

（補助金等の返還）  

11略  
ときは、期限を定めてその超える部分に   その額を超える補助金等が交付されている  





新  旧   

別紙  婦 人 保 護 費 交 付 基 準  別紙  婦 人 保 護 費 交 付 基 準  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象鐘費  5負担（補  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

助）率  （補助）率  

次に掲げる額の合算額  

1 略   

次に掲げる額の合算額  
1別表に示す「施設事務費算定基準」によって算  

定された額（経費の種類ごとにそれぞれの単価に  

員数（別に定める「職員職種別配置基準」を限度   

とする。）を乗じて得た額の合算額）を、当該施  

設の取扱定員に12を乗じた数によって除して待  

た額（円未満切捨）と、表1「施設事務費基準限  

度額」とを比較していずれか少ない方の額に取扱  

定員と12を乗じて得た額（以下「標準国庫補助  

基本額」という。）とする。   

ただし、職員職種別配置基準を満たす施設であ  

って、指導員が配置基準を超えて配置されている  

場合には、当該超えた指導員数の範囲内において、  

厚生労働大臣が必要と認めた指導員数（以下「指  

導員加算数」という。）を限度として「施設事務  

費算定基準」によって算定された額（指導員に係  

る経費の種類ごとにそれぞれの単価に指導員加算  

数を乗じて得た額の合算額）を、当該施設の取扱  

定員に12を乗じた数によって除して得た額（円  

未満切捨）と表2「指導員1人当たり加算限度額」  

に指導員加算数を乗じて得た額とを比較していず  

れか少ない方の額に取扱定員と12を乗じて得た  

額を標準国庫補助基本額に加算することができる。   

婦人相談所一時  

保護所職員設置の  

ために必要な給  

料、賃金、職員手  

当等及び運営のた  

めに必要な旅費、  

需用費（印刷製本  

費、食糧費、光熱  

水費、燃料費、修  

繕料、役務費（通  

信運搬費）、備品  

購入費、委託料等  

5／10   



新  旧  

1区分   2種目  3  基  準  額  4対象経費   5負担  1区分  2 種目  3  基  準  額  4 対象経費  5 負担  

（補助）率  （補助）率  

表 1  施設事務責基準限度楓  表 1   施設事務費基準限度兢  

（単位：円）  （単位：円）  

定員地域区分1旦△鎚 週△辿 ユ出迫10／100 旦△堕 8／－00  定員地域区分出血地通過出題10′－0帽迅8／－001出追出迎呈丘適出坦  
20名以下  呈ユ旦ユ！迫  呈適』迎  呈通過追  出追  払題迫  迎』迎  20名以下  呈遁遡迫むヱ遡迎むユ』迎迎姐迫払堅担j坦旦』迫呈！迫遡迎迎姐追出坦迎迎  

21～ 30  遁』迎  避迫  週且遡迫  遡迫 ．追出ヨ迎  遡  21・－ 30  ユ．廻遡適乙呈逃出迅迎出色ぷ迎遡担ぷ追出迎週王過迎遇遇遇且！坦  

31－ 40  ⊥1且匙坦  通過  適ユ通  過戯迫  通  過』担  31－ 40  ユ旦邑遡迎適量遡迎遁旦」j迫』五胡迎週軋り迎週』迎週通過迎皿堅坦毯星⊆坦  

41－ 50  旦已皇！迫  出題追  出遜迫   鎚迫  旦ま遡   旦⊇』迎  41・－ 50  旦王』過 重迫遡 堕』迎 出』迫 鮎』過 重迫遜迫 鑑遡迫 旦呈．皇！迎 鮎退迎 む且！迫  

51－ 60  j廷』迎  鮎逆  運遡  適  正遡迎   ヱZ』迎  51～ 60  旦姐迎 迎』迎 剋迎 迎遜迎 三三』迎 丑』迎 ヱ亘遡迎 ヱ§透！迫 運』迎 三色鎚坦  

61－ 70  ヱ旦戯  j退』辿   ！迫』迫  旦三』迎  旦旦．鮎坦  j迫』迎  61′〉 TO  旦皇．皇！迎 j迫遡 立』迎 j泣』迎 坐．迎 壁遡！迫』迎 j迫遡 旦星遡 堕』迎  

71一－ 80  む遡   ！迫』過  重迫遡  塑』過  当』迎   星組迎  71－ 80  鎚』過 重迫遡辿 羞迫』迫 豆乳鮎坦 裂』迎 三迫遡辿 j誼戯 亘乙旦！迎 旦乙4！迫 立退四  

81－ 90  迦』辿  重迫遡過  重迫』辿  望過迎  壁』迫   皇1旦！迎  81～ 90  室生』迎 三迫必迎 髭』迎 毘』迫 j迫．！担9 邑』迎 旦1．堅坦 む』迫 む』迎 旦姐迫  

91－100  要点！迎  坐遡  ∠担．15迎  皇Z』迎  旦U．匹   旦邑．王旦9  91～100  4旦遡担 坐』迎 皇Z』迎 旦王．迦坦 生色丘！迫 坐遡 坐A9旦 坐越 生邑』迫 坐遡迎  

定員地域区分 週  出追  出遇 凶迫 土地  定員地域区分出血迫主題・退出逃出迫立通呈且旭三通ユ迅土地  
20名以下  堅迫』追  越吏り迎  迎⊥旦！過  去担過迎  ユ旦皇丘！辿  20名以下  製塩遡迎皇妃遡迎遊山迎匙岨坦遇．皇！迎週且遇1氾』迎1旦皇遡迎週坦  

21～ 30  週三．生！迫  遇』迎  遇避担  剋迫  剋迫  21－ 30  通過迎遇遡迫遇』迫週且堅退避坦遇』迎週⊥堅担遇週私塾坦  

31－ 40  通過  ＿坦≧過迎  1姐旦担  廻  里遡迫  31－ 40  ユ旦1▲旦！辿週⊥生！迎逓迅迫遇 皇皇遡！迫遜迎」担▲1！迎 鮎迎 旦乙亘！迎  

41～ 50  鮎』迎  旦乙ユ．四  壁且！迫  j坦』迎  韮』迎  41～ 50  む．腿 旦1遡 j弘』迎 旦9』迎 旦邑』迫 塑遡 辿 ヱ臥墜坦 ヱ旦』辿  

51・－ 60  遊遡  韮．呈旦9  ヱ亘』迎  三豊』迫  ヱ呈遡  51～ 80  ヱ亘ヱ旦9 巷』迎 巷．ぶ迎 誕必迎 三豊避退 二迫．墜坦 二退避迎 週』迎 ヱ≧1型迎 

61・－ 70  並遡  姐  j辿』迫  ！泣且！迫  旦乙公坦  61－ 70  鎚遡 旦4』退 出』迫 旦豊』過 重迫』迎 羞迫虐迎 鎚』迎 盤遡 旦乙≧！担  

71・｝ 80  長江遜辿  皇乙迎  並』迫   過  辿遡  71～ 80  述遡釧 塁鮎迎‖ 舅迅矧＝迫迎引 呈出必‖ 衰退矧＝迫坐引 呈出些‖ 迦ぷ  

81～ 90  弘』迎  亘1．型担  盟』迎   まむ塑迎  坐遡  81－ 90  盟遡 豆乳引退 竣』迎 皇弧坦 坐』迎 皇皇．亘！迎 坐』迫 皇旦』迎 坐．堅坦  

91～100 皇邑』辿 坐』！迫 坐』迫裏』迎 虫』辿  91～100 坐遡ま姐迎豊凶迫亜必迎坐遡坐』迎坐．皇！迎坐』迫！担遡  

I I I l  I 】 l l  

－
∽
∞
－
 
 
 



新  旧  

3  基  準  籠   4対象経費   5負担  1区分   2種目   3  基  準  1区分   2種目  額  4対象緯黄  5負担  

（補助）率  （補助）率  

表  2  指導員1人当たり加算限度績  表  2  指導員1人当たり加算限度績  

（単位：円）  （単位：円）  

定見地域区分ユ旦且通過週足週－0／10暇週8／－0岨出払迫出題虹遇  定員地域区分 ユ旦∠遁旦■・迫止堕1Z∠遇 －0／100 出迫  
8／－00  

20名以下  塑』退   塾遡   塑過塑   24，200   塑』迫  迫』迎  20名以下  遊』追 出遡 辿』迎 24．200 退』迫 蓑遡 23．700 逗』迎 呈遇 呈互生坦  

21～30  j且堅坦   ユ旦遡   1塁』迎   適ヱ担   遁』迎 15・900  21～ 30  適』迫 適．旦堕 ユ且塾迎1餌」迎 遁遡迎15，90015．800 逓遡 適遡 週  

31～ 40  1乙ヱ嬰   ユ呈』迎   週遡   12．100   1≧▲旦辿  11・900  31～ 40  1乙旦迎 昆』迫 週遡12，100 ユ⊥旦匹11．gOOll．800 ユ⊥越 山ユ廷 吏遡  

41～ 50  1姐担  乱墜坦  旦迎  9，700  9．600  9・500  41～ 50  遁』迫 姐迎 旦且辿 9，700 9．600 9．500 9．500 9．400 旦▲呈些 旦A些  

51～ 60  ＆墜追  越  旦迎  8．100  8，000  迎  51～ 60  姐迫 旦．2迦 旦」．辿 8．100 8，000 遇 7．900 1到迎 遇 1墜坦  

61～ 70  ヱ⊥⊇旦9  ヱ遇  7．000  6．900  軋墜坦  6・800  61～ 70  1Zj迎 遇 7．000 6，900 旦超越 6，800 6，800 6・700 軋韮坦 軋迦  

71～ 80  旦』担  旦．呈匹  鮎迦  旦」1些  8．000  旦遡  71～ 80  旦．巫坦 姐迫 む出迎 旦遡迎 6，000 屋』迎 5，900 5，900 姐辿 皇道匹  

81～ 90  5．600  5．500  互迎  5．400  5．300  5．300  81～ 90  5，800 5，500 む坦旦 5，400 5，300 5．300 5．300 5．200 互呈！追 越  

91～100  亘L出追  越  4，900  4．800  4．800  4・800  91～100  皇．型迎 姐迎 4．900 4，800 4．800 4，800 4，了00 4．700 旦ユ凶 旦ヱ〔坦  

餌辺  地迎  呈∠遇 土地  亘且遇址坦生姐追出適量週乙皇週呈迅1迅呈出  

20名以下  23．700  呈迎  呈a』迎  呈≧遡  坐』迎  20名以下  蓑』迎 貴必迎 呈旦L！」迎 之⊇．堅坦 呈乙豊凶 ヱ乙迎 之乙旦迎 之乙生起 呈呈．呈鎚  

21～ 30  15，800   ］上越  ユ且旦匹  適遡  適遡  21～ 30  ユ且皇鎚 ユ且皇迎 適』迫 遁』迎 ユ且呈迎1皇遇 遁ユ廷 適遡 ユ土星迦  

31－ 40  11．800  ユ⊥ヱ些  週週  足上辺  止遇  31～ 40  1ユ⊥延引 j⊥延引 j⊥延引」⊥皇些 ユ＿1．些全 山』迎 封』迎 通過 ⊥u」迎  

41～ 50  9．500  9．400  迎  旦ユ些  凶迎  41－ 50  旦』迫 旦』迎 姐迎 旦遡 旦」」迎 ＆封迎 旦』迎 旦遡 旦．旦匹  

51～ 60  7．900  ヱ遜迫  ヱユ！迫  遇  王室旦旦  51～ 60  過 ヱ』迫 ヱ』迎 通 過 土色堕 ヱ．亘迎 1巨担 ム迎  

61－ 70  6．800  6，700  過  姐迎  姐迫  61－ 70  旦』迎 姐迎 姐迎 旦丘些 旦丘凶 凶迫 旦』迎 旦A凶 姐迎  

71～ 80  5，900  5，900  五鮎坦  迎  姐迎  71～ 80  五鮎坦 凶追 出迎 旦迎 立む迎 皇遡 皇』追 越 迎  

81～ 90  5，300  5．200  屋』辿  適  量』迎  81－ 90  皇且迎 五2盟 主』迎 亘』迎 皇』迎 皇』迎 通 過 皇且迎  

91－100 4．了00 4，了00 仝過迫 生長！迎 皇遡  91～100 皇遡≦過迎生丘迫4丘！迫姐迫生長坦4』迫生▲亘堕生』迎  

l  

I 

j l   
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新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

（注）1「地域区分」の適用範囲については、次  （注）1「地域区分」の適用範囲については、次  

によるものとする。  によるものとする。  

（1）「16／1001とは、一般職の職員の給与に  （1）「14．5／100」とは、一般職の職員の給与に  

関する法律（昭和25年法律第95号）第11  関する法律（昭和25年法律第95号）第11  

条の3の規定に基づく人事院規則（以下「人  粂の3の規定に基づく人事院規則（以下「人  

事院規則tという∧）9－49附則別表（以下  事院規則】という。）9－49附則別表（以下  

r附則別表」という。）第2の支給割合が  「附則別表」という。）第2の支給割合が  

16／100とされている地域とするゎ  14．5／100とされている地域とする．  

（2）「13／100」とは、人事院規則附則別表第  （2）「12／1001とは、人事院規則附則別表第  

2の支給割合が13／100とされている地域と  2の支給割合が12／100とされている地域と  

土星」．  ±旦」＿  

（3）「12／100】とは、人事院規則附則別表第  （3）「11／100」とは、人事院規則附則別表第  

2の支給割合が12／100とされている地域と  2の支給割合が11／100とされている地域と  

土星．」  土星」．  

（4）「10／100」とは、人事院規則附則別表  （4）「10／100」とは、人事院規則附則別表第  

第2の支給割合が10／100とされている地域  2の支給割合が10／100とされている地域及  

及び′ト金井市、逗子市、盈直立とする。  び小金井市、逗子市とする。  

（5）「9／100」とは、人事院規則附則別表  （5）「8．5／100」とは、人事院規則附則別表  

第2の支給割合が9／100とされている地域  第2の支給割合が8．5／100とされている地  

上土 盛上土屋」  

（6）「8／100」とは、人事院規則附則別表  （6）「8／100」とは、人事院規則附則別表第  

第2の支給割合が8／100とされている地域盈  2の支給割合が8／100とされている地域と  

び習志野市、八千代市、東久留米市とする。  する。  

（7）「7／100jとは、人事院規則附則別表  （7）「7．5／100」とは、人事院規則附則別表  

第2の支給割合が7／100とされている地域及  第2の支給割合が7．5／100とされている地  

び綾瀬市、座間市、大東市、松原市とする∩  盈と土星」  

（8）「6／100」とは、人事院規則附則別表  （8）「7／100」とは、岸和田市並びに大阪府  

第2の支給割合が6／100とされている地域及  忠岡町とする。  

び狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士見市、  （9）「6．5／100】とは、人事院規則附則別表  

ふじみ野市、埼玉県三芳町、蕨市、東大和市  第2の支給割合が6．5／100とされている地  

大阪府狭山市、大阪府忠岡町、川西市とする∩  岨  

（9）「4／100」とは、人事院規則附則別表  

第2の支給割合が〟100とされている地域及  

び伊勢原市、神奈川県寒川町とする。  
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新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  （補助）率   

（10）「3／100」とは、人事院規則附則別表第  （10）「6／100」とは、人事院規則附則別表第．  
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新   旧   

略  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  

2寒冷地手当  

国家公務員の寒冷地手当に関する法律及び同支  

給規則に定める支給地域に所在する婦人相談所一  

時保護所に勤務する職員に対して支給されるもの  

で、毎年10月31日現在の現員に対し都道府県  

条例の定めるところにより支給した額の合算額と  

次の寒冷地手当算定方式により算定した額とを比  

較して少ない方の額とする。  
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4 対象経費  5 負担  
（補助）率  

3  基  j準  額  4対象経費  5 負担  
（補助）率  

3  基  準  額  

来冷地手当算定方式  

j I 

棄冷鮒手当簑定方法  

（1）新寒冷地に所在する施設  l  l  
①経費の種類ごとに単価に員数を乗じた額の合計額（新寒冷地に所在する施設を除く）  ①経費の種類ごとに単価に員数を乗じた額の合計額  

②①で算出された合計額から1人あたり逓且＿堕旦円を引いた額（0円以下となる場合は、0円とする。）  ②①で算出された合計額から1人あたりヱ軋旦些円を引いた額（0円以下となる場合は、0円とする。）  

】  

経費の種類  単  価  員  数  経費の種類  単  価  員  数  

（1）定 額  旧5故地 旧4級地 旧3故地 旧2級地 旧1級地  （1）定 額   旧5級地 旧4級地 旧3級地 旧2級地 旧1叔地  
円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  

ア163，700 129－600  97，800  67，500  39，600世帯主（扶養親族3人以  ア163．700 129，600  97．800  67，500  39，600 世帯主（扶養親族3人以  
上）の員数  上）の員数  

イ136，500 108．000  81，500  56，300  33．000世帯主（扶養親族1人ま  イ136，500 108．000  81，500  56，300  33，000 世帯主（扶養親族1人ま  
たは2人）の員数  たは2人）の員数  

ウ 82，900  65．000  49．100  33，600  19，800 準世帯主（扶養親族なし）  ウ 8乙900  65，000  49，100  33，600  19．800  準世帯主（扶養親族なし）  
の員数  の員数  

エ 59，200  45，800  34，200  23，300  14，200 非世帯主の員数  エ 59，200  45，800  34，200  23．300  14，200  非世帯主の員数  

（2）加算額  北 海 道  （2）加算額  北 海 道  

ァ£，≡諾円三冒，ミ諾円こ冒，≡諾円  ァ£，≡慧円崇．ミ芸円：≡，≡諾円  世帯主の員数  世帯主の員数  

イ 44，300  34．400  25．700  準世帯主の員数  イ 44．300  34，400  25，700  準世帯主の員数  

ウ 2乙200 17．200 12．900  非世帯主の員数  ウ 22，200 17，200 12，900  非世帯主の員数  

北海道以外の地域  北海道以外の地域  

旧円旧ミ莞円  旧 

ァ ァ 円 
円  

世帯主の員数  世帯主の員数  

イ 11．000  5，500  準世帯主の員数  イ 11，000  5，500  準世帯主の員数  

ウ  5．500  2，700  非世帯主の員数  ウ  5，500  2，700  非世帯主の員数  

′ 注1「旧寒冷地j とは、一般職の職員の給与に関する法律等の一郎を改正する法律（平成16年法律第136号）の施行（平成  注1「旧寒冷地」とは、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第136号）の施行（平成  
16年10月28日）机の国家公携貝の寒冷地手当に関する法律第l粂に定める地域のうち、新寒冷地を除く地域をいう。  16年10月28日）前の国家公務眉の寒冷地手当に関する法律第1粂に定める地域のうち、新寒冷鱒を除く地域をいう。  

（2）新寒冷地に所在する施設  （2）新寒冷地に所在する施設  
（1）の①の算定方法を適用して算定された額から、1人あたりi旦旦⊥旦匹円を引いた額と、次表の単  （1）の①の算定方法を適用して算定された額から、1人あたり5坦L旦迎円を引いた額と、次表の単  

価に員数を乗じて算定された額とを比較し、高い方の額  価に負数を乗じて算定された額とを比較し、高い方の額  

単  価  員  数  単  価  員  数  

円円円円  

新1級地円新2級地円新3級地円新4緑地 ァ131，・900116，800112－700 89，000円  世帯主の負数  ァ 世帯主の員数  

イ  7乙900  65，300  64，300  51，000  準世帯主の員数  イ  72，900  65，300  64．300  51，000  準世帯主の員数  

ウ  51，700  44．000  43，000  36，800  非世帯主の員数  ウ  51．700  44，000  43，000  36，800  非世帯主の員数  

注2 「新寒冷地」とは、国家公叛員の寒冷地手当に関する法律（「役職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法  注2 「新寒冷地Jとは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律（一般職の職員の給与に関する法律等の一郎を改正する法  
紳（平成16年法律第136号）により改正）第l粂箭l号及び第2号に定める地域をいう。  律（平成16年法律第136号）により改正）軌条第l号及び窮2号に定める地域をいう。  

（備考）1 r世帯主」とは、扶養親族を有する職員で主としてその収入によって世帯の生計を支えているものをい  （備考）1「世帯主」とは、扶養親族を有する職員で主としてその収入によって世帯の生計を支えているものをい  
い、「tl整世帯主」とは、扶養親族を有しないが居住のため一戸を捕え又は下宿、寮等において独立世帯を  い、「準世帯主」とは、扶養親族を有しないが居住のため一戸を構え又は下宿、寮等において独立他称を  
形成しているものをいい、「非世帯主j とは、世帯主及び準世帯主以外のものをいう。  形成しているものをいい、「非世帯主」とは、世帯主及び準世帯主以外のものをいう。  

2  r世帯主j には、寒冷地手当支給対象地域外に居住する扶養親族のある職員であって、その扶養親族と  2 「世帯主」には、寒冷地手当支給対象地域外に居住する扶養親族のある職員であって、その扶養親族と  
同居しておらず、かつ扶養親族が居住する住居と寒冷地手当支給対象地域との最短距離が60キロメート  同居しておらず、かつ扶養親族が居住する住居と寒冷地手当支給対象地域との最短距離が60キロメート  
ル以卜であろヰ、のは含まないヰ、の♪する【  ル以上であるものは含まないものとする。  

l  l  1  1  
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新   旧   

略  1区分  2種目   3  基  準  額   4一対象経費  5負担  

（補助）率  

3夜間警備体制強化加算  

警備員を雇上げ又は委託契約等に基づき警備員  

を配置若しくは機械設備を利用し、夜間警備体制  

の強化を図る場合次の算式によって算定した額。  

ただし、警備員を配置する場合は1施設2名ま  

で、機械設備のみの場合は1施設1式までとし、  

警備員と機械設備を併用する場合はどちらか一方  

を本加算の対象とする。  

（宿直職員が配置されており、夜間における入所  

者への処遇が適切に行える職長体制になっている  

場合に限る。なお、夜間に警備員のみとなる施設  

は、本加算の対象としない。）  

（算式）施設定員×夜間警備体制強化加算分保護  

単価×警備員数（又は機械設備1式敷）  

夜間警備体制強化加算分保護単価（月額）  

定員単価（円）  

20名以下 8，090  

21～30 5，390  

31～40 4，040  

41～50 3，230  

51～60 2．690  

61～70 2，310  

71～80 2，020  

81～90 1，790  

91～100 1，610  

（注）婦人相談所の終業時間から翌日の始業時間  

までの間12時間以上警備員を1名配置する場合  

には本加算分保護単価に2を乗じた単価を加算す  

るものとする。  
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新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4対象経費  5 負担   1区分 2種目  3  基  準  額  4対象経費  5 負担   

（補助）率  （補助）率   

l  l  】4 略   

1   】  l          l  l   l4 入所者処遇特別加算   
l   i   

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設   

であって、別途定めるところにより、入所者処遇   

特別加算が必要と認定された場合。  

5 単身赴任手当加算   

職員のうち単身赴任者が存する施設であって、   

別途定めるところにより、単身赴任手当加算が必   

要と認定された場合。  

6 事務用冬期採暖費   

北海道に所在する施設について   

取扱人員×2，210円  

7 降灰除去費   

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61   

号）に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域   

に所在する施設について  
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7 降灰除去費   

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61   

号）に基づき、降灰防除地域の指定を受けた地域  

に所在する施設について   

1施設当たり年額 138  020円  1施設当たり年額   700円  

8（1）1により算定した事務費について、次の各号   

のいずれかに該当するときは、その事実の生じ   

た日の属する月の翌月から1の方法に準じて事   

務費の額を改定すること。  

ア 当該施設の取扱定員に変更を生じたとき。   

イ 当該施設の職員に増減を生じたとき。  

ただし、1か月以内における増減を除く。  

（2）算定した事務費の算定基礎等に誤りがあった   

場合は決定の時期にさかのぼって改定するこ  

と。  

9 心理療法担当職員雇上費加算   

別途定めるところにより、心理療法担当職員雇   

上費加算が必要と認定された場合。  

9 心理療法担当職員雇上費加算   

別途定めるところにより、心理療法担当職員雇   

上費加算が必要と認定された場合  
199円   1施設当たり年額 1  794．277円  1施設当たり年額 1，  



新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基 準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

10同伴児童対応指導員雇上寿加算  10同伴児童対応指導員雇上費加算  

別途定めるところにより、婦人相談所一時保言集  別途定めるところにより、婦人相談所一時保護  

所において、主に同伴児童の対応を行う指導員の配  所において、主に同伴児童の対応を行う指導長の配  

置が必要と認定された場合。  置が必要と認定された場合。  

1施設当たり年額  1施設当たり年額  

く1人配置の場合）2．257，637円  （1人配置の場合）2．258，559円  

（2人配置の場合）4．515，274円  （2人配置の場合）4．517，118円  

11一時保護委託費  11一時保護委託費  

配偶者暴力防止法に基づき配偶者から暴力を受  配偶者暴力防止法に基づき配偶者から暴力を受  

けた者（以下「暴力波音者」という。）の一時保  けた者（以下「暴力被害者」という。）の一時保  

譲を委託して行う場合、次により算出された額の  漣を委託して行う場合、次により算出された額の  

合算額  合算額  

〔14日以内の場合〕  〔14日以内の場合〕  

1暴力被害者分  1暴力被害者分  

（1）暴力被害者  （1）暴力被害者  

各月の委託延人数に日額ヱ⊥ 各月の委託延人数に日額旦」＿生旦旦円を  

乗じた額  乗じた額  

（2）同伴児（者）加算  （2）同伴児（者）加算  

暴力被害者が、その家族を同伴する場合  暴力被害者が、その家族を同伴する場合  

には次に示す額に各月の委託延人数を乗じ  には次に示す頓に各月の委託延人数を乗じ  

た額を加算するものとする。  た額を加算するものとする。  

同伴児 2，420円  同伴児 2，420円  

同伴者 1，950円  同伴者 1，950円  

※1同伴児とは、暴力被害者が同伴する児童  ※1同伴児とは、暴力被害者が同伴する児童  

（18歳未満。）とする。（以下同じ。）  （18歳未満。）とする。（以下同じ。）  

※2同伴者とは、同伴児以外の親等の家族  ※2同伴者とは、同伴児以外の親等の家族  

とする。（以下同じ。）  とする。（以下同じ。）  

2同伴児（者）単独分  2同伴児（者）単独分  

暴力被害者と、その同伴する家族を分離し  暴力被書者と、その同伴する家族を分離し  

一時保護を委託して行う場合は次に示す額に  一時保護を委託して行う場合は次に示す額に  

各月の委託延人数を乗じた額。  各月の委託延人数を乗じた観。  

児童 5．510円  児童 5，510円  

児童以外の者旦」旦且旦円  児童以外の者旦」 

－
一
〇
の
ー
 
 
 



新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率   （補助）率   

l  l   」   （注）暴力被害者の一時保護が前経であること。  l   l  l】  】  l  l   

（注）暴力被害者の一時保護が前提であること。  l  一  

（14日を超えた場合も同様。）  

〔14日を超えた場合〕   

1 暴力被害者分  

（1）暴力被害者  

各月の委託延人数に日額5，110円を  

乗じた額  

（2）同伴児（者）加算  

暴力被害者が、その家族を同伴する場合  

には次に示す額に各月の委託延人数を乗じ  

た額を加算するものとする。  

同伴児  2，42．0円  

同伴者  1，800円  

2 同伴児（者）単独分  

暴力被害者と、その同伴する家族を分離し  

一時保護を委託して行う場合は次に示す額に  

各月の委託延人数を乗じた額。  

児童  5，510円  

児童以外の者  4，880円  

12 人身取引被害者の一時保護委託費  

人身取引被害者の一時保護を委託して行う場合、   

次により算出された額の合算額  

〔14日以内の場合】   

1 人身取引被害者分  

前項〔14日以内の場合〕の1の「暴力被  

害者」を「人身取引被害者」と読み替え、そ  

の基準額を適用する。  

2 同伴児（者）単独分  

前項【14日以内の場合〕の2の「暴力被  

害者」を「人身取引被害者」と読み替え、そ  

の基準額を適用する。  

〔14日を超えた場合〕   

（14日を超えた場合も同様。）  

〔14日を超えた場合〕   

1 暴力被害者分  

（1）暴力被害者  

各月の委託延人数に日額7，5M円を  

乗じた額  

（2）同伴児（者）加算  

暴力被害者が、その家族を同伴する場合  

には次に示す額に各月の委託延人数を乗じ  

た額を加算するものとする。  

同伴児  2，420円  

同伴者  1，800円   

2 同伴児（者）単独分  

暴力被害者と、その同伴する家族を分離し  

一時保護を委託して行う場合は次に示す額に  

各月の委託延人数を乗じた額。  

児童  5，510円  

児童以外の者  4，880円  

－
一
〇
】
－
 
 




